
 

 

                 

 

 

 

 

令和８年３月２６日 
 

第 ３２ 回 
 

 

余市町農業委員会総会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余市町農業委員会 



 

 

１．令和８年３月２６日午後１時３０分より、余市町役場３０１・３０２会議室にお 

  いて、第３２回余市町農業委員会総会を余市町農業委員会会長 細山正己これを招
集した。 

 
２．定刻までに参集した委員は次のとおりである。 
 

議席番号     ２番       山 本 秀 弘 
〃       ３番       川 合   一 
〃       ４番       落   雅 美 
〃       ５番       宮 野 秀 子 
〃       ６番       井 川 和 彦 
〃       ８番       松 村 宗 雄  
〃       ９番       坂 本 純 科 

〃      １０番       土 居 義 和 
〃      １１番       石 岡   渡 
〃      １２番       梅 田   徹 
〃      １３番       池 田 裕 之 

〃      １４番       片 山   裕 
〃      １５番       曽 我 貴 彦 
〃           １６番       細 山 正 己 

 
３． 本日、この会議を欠席した委員は次のとおりである。 
 
  議席番号       １番       中 岡 博 晃 

〃       ７番       野 呂 栄 二 

      
４. 本日、この会議に参与したる者の職・氏名は次のとおりである。 
 

余市町農業委員会  事 務 局 長  佐々木 孝 太 
          事 務 局 次 長  佐 藤 隆 広 
          農 地 係 主 任  篠 原   司 

振 興 係 主 任  中 村 利 美 
          

 
５．本日の日程は、次のとおりである。 
 

議事録署名委員の指名 

議案第 １号 現況証明願いについて 
議案第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について 
議案第 ３号 農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確認につい  
       て 
議案第 ４号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促

進計画（案）の決定について 
議案第 ５号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促

進計画（案）の決定について 
議案第 ６号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促

進計画（案）の決定について 



 

 

議案第 ７号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促

進計画（案）の決定について 
議案第 ８号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促

進計画（案）の決定について 
議案第 ９号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促

進計画（案）の決定について 
議案第１０号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促

進計画（案）の決定について 
議案第１１号 令和８年度最適化活動の目標の設定（案）並びに令和８年度余市町

農業委員会活動計画（案）について 
議案第１２号 余市町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案）

について 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

（開会宣言の時刻午後 1 時３０分） 

細山議長   定刻になりましたので、ただ今から第３２回余市町農業委員会総会

を開会いたします。 

ただ今の出席委員は、１４名であります。 

よって過半数に達しましたので、余市町農業委員会会議規則第１０条

の規定により総会は成立いたしました。 

なお、本日、１番 中岡委員 ７番 野呂委員 は所用のため、欠席す 

る旨、届出がありましたことをご報告いたします。 

本総会の傍聴について、ご報告いたします。 

本会会議規則第３０条の規定に基づき、報道関係者を除く一般傍聴人を 

１０名に制限することをご報告いたします。 

本総会に付議する案件は、議案１０件であります。 

それでは、日程に入らせていただきます。 

はじめに、議事録署名委員の指名についてをお諮りいたします。 

 

一  同   （議長指名） 

 

細山議長   議長指名ということですので、私の方から指名させて頂きます。 

４番・落委員、９番・坂本委員のご両名にお願い申し上げます。 

それでは、案件の審議に入ります。 

     議案第１号 現況証明願いについてを議題に供します。番外から説明を 

いたさせます。 

 

篠原主任   ただ今、上程されました、議案第１号につきまして朗読・説明させてい 

ただきます。 

議案第１号、現況証明願いについて。 

このことについて、下記の者から現況証明願いがあったので実情検討の 

上、証明の可否について審議採決願いたい。 

令和８年３月２６日提出、余市町農業委員会会長、細山正己。 

申請番号１番、申請人住所氏名、■■■■■■■■■■■■、■■■■、 

土地の表示、■■■■■■■■、地目、公簿畑、現況農地採草放牧地以外、 

面積■■■㎡、調査年月日につきましては、令和８年３月１７日、調査委 

員につきましては、坂本委員、川合委員、土居委員の３名で調査を行って 

ございます。調査委員の所見につきましては、現況申請可相当でございま 

す。 

４ページをお開き願います。 

申請地につきましては、■■■■■■■から■■に約■■■ｍの地点に 



 

 

ある色塗り部分の土地でございます。補足説明といたしまして、申請番号 

１番については、公募地目は畑ではありますが、年月日不詳より宅地とし 

て利用されていると伺っております。今回の申請でありますが、現況証明

後に地目変更登記をするものでございます。 

以上１件の申請でございます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろし 

くお願い申し上げます。 

 

細山議長   ただいまの説明に関連して、現地調査を行った調査委員から、調査の結

果並びに補足説明をお願いします。 

 

９  番   申請番号１番の現況証明願いについて、３月１７日、事務局を含め、川 

合委員、土居委員と私の３名の委員で現地調査を行いましたので、ご報告 

いたします。 

調査の結果、申請番号１番については、年月日不詳より宅地として利用 

され、農地として利用していないため、地目変更登記を行うために現況証 

明に係る申請があったものです。 

以上の調査状況から、申請番号１番については本申請地に農地性は無く、 

農地採草放牧地以外であり｢現況申請可相当｣との意見で一致しました。 

よろしくご審議の上、ご決定をお願いします。 

 

細山議長   事務局からの内容説明と調査委員の報告が終わりましたので、これより 

      質疑に入ります。 

議案第１号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   （異議なし） 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第１号につきましては、提案のとお 

り可と決定いたします。 

次に、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題 

に供します。 

番外から内容説明をいたさせます。 

 

篠原主任   ただ今、上程されました、議案第２号につきまして朗読・説明させてい 

ただきます。 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について。 

このことについて、下記の者から農地法第３条の規定による許可申請書 

の提出があったので実情検討の上、審議採決願いたい。 

       令和８年３月２６日提出、余市町農業委員会会長、細山正己。 

申請番号１番、申請人住所氏名、譲渡人、■■■■■■■■■■■■■ 



 

 

■■■■■■■■■■、■■■■、譲受人、■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■、■■■■。申請農地、■■■■■■■、地目、公簿 

現況ともに畑、面積■■■㎡。 

調査年月日及び調査委員につきましては、令和８年３月１７日、土居委 

員、川合委員、坂本委員の３名で調査を行ってございます。 

       農地法の許可基準に基づく調査委員の所見につきましては、農地法第３ 

条第２項第１号から第６号までの各号に該当しないでございます。 

       理由につきましては、譲渡人、財産処分のため農地を譲り渡すもの、譲 

受人、新規就農のため農地を譲り受けるものでございます。 

       農地法第３条調査書につきましては、１３ページに記載しております。 

       ７ページをお開き願います。 

申請地につきましては、■■■■■■■■■から■■に約■■■ｍの地 

点にある色塗り部分の土地でございます。 

 ５ページにお戻りください。 

       申請番号２番、申請人住所氏名、譲渡人、■■■■■■■■■■■■、 

■■■■■、譲受人、■■■■■■■■■■■、■■■。申請農地、■■ 

■■■■■■、地目、公簿現況ともに田、面積■■■■■㎡。 

調査年月日及び調査委員につきましては、令和８年３月１７日、土居委 

員、川合委員、坂本委員の３名で調査を行ってございます。 

       農地法の許可基準に基づく調査委員の所見につきましては、農地法第３ 

条第２項第１号から第６号までの各号に該当しないでございます。 

       理由につきましては、譲渡人、経営規模を縮小するため所有農地を一部 

譲り渡すもの、譲受人、経営規模を拡大するため農地を譲り受けるもので 

ございます。 

       農地法第３条調査書につきましては、１４ページに記載しております。 

       ８ページをお開き願います。 

       申請地につきましては、■■■■■■■■■■の色塗り部分の土地でご 

ざいます。 

６ページにお戻りください。 

申請番号３番、申請人住所氏名、貸主、■■■■■■■■■■■■■、 

■■■■■■■■、借主、■■■■■■■■■■■■、■■■■■■■■ 

■■■■。申請農地、■■■■■■■■■、地目、公簿現況ともに畑、面 

積■■■■■㎡。 

調査年月日及び調査委員につきましては、令和８年３月１７日、土居委 

員、川合委員、坂本委員の３名で調査を行ってございます。 

       農地法の許可基準に基づく調査委員の所見につきましては、農地法第３ 

条第２項第１号から第６号までの各号に該当しないでございます。 

       理由につきましては、貸主、借主の耕作の用に供するため賃貸するもの。 

借主、貸主から土地を借り受け主体的に農業経営を行うもの。 

       農地法第３条調査書につきましては、１５ページに記載しております。 

       ９ページをお開き願います。 



 

 

申請地につきましては、■■■との境付近の■■■■■■の沿線の色塗

り部分の土地でございます。 

 ６ページにお戻りください。 

       申請番号４番、申請人住所氏名、譲渡人、■■■■■■■■■■、■■ 

■■、譲受人、■■■■■■■■■■、■■■■。申請農地、■■■■■ 

■■■■、地目、公簿現況ともに畑、ほか■■筆、計■■筆で合計面積■ 

■■■■■■■■■■㎡。 

調査年月日及び調査委員につきましては、令和８年３月１７日、土居委 

員、川合委員、坂本委員の３名で調査を行ってございます。 

       農地法の許可基準に基づく調査委員の所見につきましては、農地法第３ 

条第２項第１号から第６号までの各号に該当しないでございます。 

       理由につきましては、譲渡人、息子に農業を継承させるため、譲受人、

父親から農業を承継するためでございます。 

       農地法第３条調査書につきましては、１６ページに記載しております。 

       １０ページをお開き願います。 

       申請地につきましては、■■■■■■の沿線の色塗り部分の土地と、１ 

１ページの■■■■■■の色塗り部分の土地でございます。 

６ページにお戻りください。 

申請番号５番、申請人住所氏名、貸主、■■■■■■■■■■■■■、 

■■■、借主、■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■■■■■■ 

■■■■■。申請農地、■■■■■■■■■、地目、公簿現況ともに田、 

ほか■筆、計■筆で合計面積■■■■■㎡。 

調査年月日及び調査委員につきましては、令和８年３月１７日、土居委 

員、川合委員、坂本委員の３名で調査を行ってございます。 

       農地法の許可基準に基づく調査委員の所見につきましては、農地法第３ 

条第２項第２号、第４号を除く各号に該当しない、農地法第３条第３項第 

１号から第３号までの各号に該当するでございます。 

       理由につきましては、貸主、借主の申し出により農地を賃借する、借主、 

貸主から農地を借り受け耕作するためでございます。 

       農地法第３条調査書につきましては、１７ページに記載しております。 

       １２ページをお開き願います。 

       申請地につきましては、■■■■■■■■■■から■に約■■■ｍの地 

点にある■■■■■■付近の色塗り部分の土地でございます。 

以上５件の申請でございます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろし 

くお願い申し上げます。 

 

細山議長   ただいまの説明に関連して、現地調査を行った調査委員から、調査の結 

果並びに補足説明をお願いします。 

 

１０ 番   申請番号１番ないし５番の農地法第３条の規定による許可申請について、 

３月１７日、事務局を含め、川合委員、坂本委員と私の３名の委員で現地 



 

 

調査を行いましたので、ご報告いたします。 

ただ今、事務局からの説明でもありましたが、申請番号１番については、 

財産処分する譲渡人と、新規就農する譲受人との間で売買の合意に至った 

ものです。 

申請番号２番については、経営規模を縮小する譲渡人と、経営規模を拡 

大する譲受人との間で売買の合意に至ったものです。 

申請番号３番については、借主の申し出により農地を賃貸する貸主と借 

主の間で賃貸借の合意に至ったものです。 

申請番号４番については、息子へ農業を継承する譲渡人が、父親から農 

業を継承する譲受人へ農地を贈与するものです。 

申請番号５番については、借主の申し出により農地を賃貸する貸主と借 

主の間で賃貸借の合意に至ったものです。 

調査の結果、申請番号１番ないし５番については、取得後も機械の能力・ 

農作業に従事する状況等からみて農地を効率的に利用すると認められます  

ので、調査員３名とも許可要件を満たすと合意しました。 

よろしくご審議の上、ご決定をお願いします。 

 

細山議長   事務局からの内容説明と調査委員の報告が終わりましたので、これより

質疑に入ります。 

議案第２号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

        

一  同   （異議なし） 

        

細山議長   ご異議がないようですので、議案第２号につきましては、提案のとおり 

可と決定いたします。 

       次に、議案第３号 農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状 

況の確認についてを議題に供します。 

       番外から内容説明をいたせます。 

 

篠原主任   ただ今、上程されました、議案第３号につきまして朗読・説明させてい 

ただきます。 

議案第３号、農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確 

認について。 

このことについて、下記の者から農地法第１８条の規定による合意解約 

通知書の提出があったので実情検討の上、審議採決願いたい。 

       令和８年３月２６日提出、余市町農業委員会会長、細山正己。 

提出番号１番、提出人住所氏名、賃貸人、■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■、■■■■■■■■■■■■■、賃借人、■■■■■■■■■ 



 

 

■■■、■■■。土地の表示、■■■■■■■■、地目、公簿現況ともに 

畑、面積■■■■■■㎡。賃貸借期間、平成２９年３月２９日から令和９ 

年１月２６日、合意解約日、令和８年３月４日、土地の引き渡し時期、令 

和８年３月２６日でございます。 

補足説明として、今回の合意解約については、■■■さんの農業経営の 

法人化により、本日の議題にございます議案第９号の農用地利用集積等促 

進計画による法人への賃貸借に伴うものでございます。 

以上１件の提出でございます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろし 

くお願い申し上げます。 

 

細山議長   事務局からの説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

       議案第３号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   （異議なし） 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第３号につきまして申請のとおり可と 

いたします。 

ここで暫時休憩といたします 

        

       （休憩中に農用地利用集積等推進会議開催） 

       （休憩時間午後１時４７分～午後２時３０分） 

        

それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次に、議案第４号ないし議案第１０号農地中間管理事業の推進に関する 

法律に基づく農用地利用集積等促進計画（案）の決定について、一括して 

議題に供します。 

番外から内容説明いたさせます。 

        

中村主任   ただ今、一括上程されました議案第４号ないし議案第６号につきまして、 

私の方から朗読説明させていただきます。 

１９ページをお開き願います。 

議案第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用 

集積等促進計画(案)の決定について。 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、 

余市町長より意見を求められた、別紙、農用地利用集積等促進計画(案)に 

ついて決定し、同法第１８条第１１項の規定により、農地中間管理機構に 

対して計画を定めるべき旨の要請をすることについて、審議採決願いたい。 

また、農地中間管理機構が計画(案)のとおり認可申請した場合は、即日 



 

 

認可することについて、併せて、審議採決願いたい。 

      令和８年３月２６日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己。 

２０ページをお開き願います。農用地利用集積等促進計画、買入（案） 

整理番号１ 即売りタイプでございます。１、各筆明細 所有権の移転を 

受ける者 ■■■■■■ ■■■■■■■ 所有権を移転する者 ■■■ 

■■■■■■■■  ■■■■■ 

所有権を移転する土地につきましては、■■■■■■■■■■■ 地目、 

登記簿、現況とも畑、ほか■筆。合計■筆、面積■■■■■■㎡でござい 

ます。 

所有権移転の内容につきましては、所有権の移転時期、公告日、対価■

■■■■■■万円から乙が負担する手数料■■■■■■■円と消費税■■ 

■■■円を差し引いて支払期限の令和８年７月１７日までに甲が指定口座

に振込むものでございます。 

       当事者間の法律関係は売買であり、引渡の時期は対価の支払日でござい 

ます。 

２１ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 

２２ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

２３ページをお開き願います。 

 農用地利用集積等促進計画＜売渡＞（案）整理番号２ 即売りタイプで

ございます。１、各筆明細 所有権の移転を受ける者 ■■■■■■■■ 

■■■■■■■ ■■ ■■ 所有権を移転する者 ■■■■■■ ■■ 

■■■■■ 

所有権を移転する土地につきましては、整理番号１と同様でございます。 

所有権移転の内容につきましては、所有権の移転時期、公告日、対価■ 

■■■■■■円に手数料■■■■■■円と消費税■■■■■円を含めて支 

払期限の令和８年７月３日までに甲が指定口座に振込むものでございます。 

       当事者間の法律関係は売買であり、引渡の時期は対価の支払日でござい 

ます。 

２４ぺージをお開き願います。 

       こちらは２、共通事項となっておりますので、後刻ご高覧願います。 

２５ぺージをお開き願います。 

こちらは別紙、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等でございま 

す。 

所有権の移転を受ける土地の面積は■■■■■■㎡、所有権の移転を受

ける者が所有権移転後に耕作又は養畜の事業に供する農用地の面積は■■

■■■■㎡。主たる経営作目は、「りんご、トマト、醸造用ぶどう」でござ

います。世帯員の農作業従事の状況といたしましては、農業従事者２人で

農機具の所有状況は、トラクター３台、スピードスプレーヤー１台、乗用

草刈機１台、除雪機１台、軽トラック１台、フォークリフト１台、ホイー



 

 

ルローダー１台、選果機１台、高所作業車１台でございます。 

２６ページをお開き願います。 

こちらは、農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でご 

ざいます。 

       ２７ページをお開き願います。 

       申出地は、■■■■■■■■から■■■■■■■を■側へ約■■■ｍ入 

った色塗り部分の土地でございます。 

２８ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成に係る農地中間管理事業の推進に関する 

法律第１８条第５項確認書でございます。 

       ２９ページをお開き願います。 

議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用

集積等促進計画(案)の決定について。   

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、 

余市町長より意見を求められた、別紙、農用地利用集積等促進計画(案)に 

ついて決定し、同法第１８条第１１項の規定により、農地中間管理機構に 

対して計画を定めるべき旨の要請をすることについて、審議採決願いたい。 

また、農地中間管理機構が計画(案)のとおり認可申請した場合は、即日 

認可することについて、併せて、審議採決願いたい。 

令和８年３月２６日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己。 

       ３０ページをお開き願います。農用地利用集積等促進計画、買入（案） 

整理番号３ 即売りタイプでございます。１、各筆明細 所有権の移転を 

受ける者 ■■■■■■ ■■■■■■■ 所有権を移転する者 ■■■ 

■■■■■■■■■ ■■ ■■ 

       所有権を移転する土地につきましては、３２ページをお開き願います。 

■■■■■■■■■■■■ 地目、登記簿、現況とも畑、ほか■■筆 合 

計■■筆、面積■■■■■■■■■■㎡でございます。 

       ３０ページにお戻り願います。 

所有権移転の内容につきましては、所有権の移転時期、公告日、対価■  

■■■■■■■■円から乙が負担する手数料■■■■■■■円と消費税■ 

■■■■■円を差し引いて支払期限の令和８年７月１７日までに甲が指定 

口座に振込むものでございます。 

       当事者間の法律関係は売買であり、引渡の時期は対価の支払日でござい 

ます。下段でございます。３．所有権を移転する者以外で所有権を移転す 

る土地につき、所有権、その他の使用収益権を有する者でございますが、 

■■■■■■■ ■■■ ■■■■ともう１件、空欄になっておりますが、 

■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■がはいります。 

■■■■■■■■■■■■■■■より自社で記入押印するとのことから空 

欄としております。 

権原の種類は、３３ページをお開き願います。 

地上権■筆につきましては、■■■■■■の■■■の管が埋設されて 



 

 

いることから地上権を設定しております。地役権■筆につきましては、空

欄となっておりますが、■■■■■■■■■■■■■■■の■■■が上空

に架設されていることから地役権を設定しているものでございます。（要役

地 ■■■■■■■■■■ 変電所） 

３１ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 

３４ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

３５ページをお開き願います。 

      農用地利用集積等促進計画＜売渡＞（案）整理番号４ 即売りタイプで 

ございます。１、各筆明細 所有権の移転を受ける者 ■■■■■■■■ 

■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ 所有権を移転する者 ■■ 

■■■■ ■■■■■■■ 

所有権を移転する土地につきましては、整理番号３と同様でございます。 

所有権移転の内容につきましては、所有権の移転時期、公告日、対価■ 

■■■■■■円に手数料■■■■■■■円と消費税■■■■■■円を含め 

て支払期限の令和８年７月３日までに甲が指定口座に振込むものでござい 

ます。 

当事者間の法律関係は売買であり、引渡の時期は対価の支払日でござい 

ます。 

３．所有権を移転する者以外で所有権を移転する土地につき、所有権、 

その他の使用収益権を有する者でございますが、整理番号３と同様でござ 

います。 

３６ぺージをお開き願います。 

       こちらは２、共通事項となっておりますので、後刻ご高覧願います。 

３９ぺージをお開き願います。 

こちらは別紙、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等でございま 

す。所有権の移転を受ける土地の面積は■■■■■■■■■㎡、所有権の 

移転を受ける者が所有権移転後に耕作又は養畜の事業に供する農用地の面 

積は■■■■■■■■■㎡。主たる経営作目は、「醸造用ぶどう」でござい 

ます。構成員の農作業従事の状況といたしましては、農業従事者１人で農 

機具の所有状況は、トラクター１台、乗用草刈機１台でございます。 

４０ページをお開き願います。 

こちらは、農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でご 

ざいます。 

       ４１ページをお開き願います。 

       申出地は、■■■■■■■■■■から■■■■■■■■■を約■■■ｋ 

ｍ入った色塗り部分の土地でございます。 

４２ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成に係る農地中間管理事業の推進に関する 

法律第１８条第５項確認書でございます。 



 

 

       ４３ページをお開き願います。 

議案第６号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用 

集積等促進計画(案)の決定について。農地中間管理事業の推進に関する法 

律第１９条第３項の規定に基づき、余市町長より意見を求められた、別紙、 

農用地利用集積等促進計画(案)について決定し、同法第１８条第１１項の 

規定により、農地中間管理機構に対して計画を定めるべき旨の要請をする 

ことについて、審議採決願いたい。 

また、農地中間管理機構が計画(案)のとおり認可申請した場合は、即日 

認可することについて、併せて、審議採決願いたい。 

令和８年３月２６日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己。 

４４ページをお開き願います。農用地利用集積等促進計画、買入（案） 

整理番号５ 即売りタイプでございます。１、各筆明細 所有権の移転を 

受ける者 ■■■■■■ ■■■■■■■ 所有権を移転する者 ■■■    

■■■■■■■ ■■ ■■ 

所有権を移転する土地 ■■■■■■■■■■ 地目、登記簿、現況と 

も畑、面積■■■■■■㎡の■筆でございます。 

       所有権移転の内容につきましては、所有権の移転時期、公告日、対価■ 

■■■■■■円から乙が負担する手数料■■■■■■円と消費税■■■■ 

■円を差し引いて支払期限の令和８年９月１８日までに甲が指定口座に振 

込むものでございます。 

       当事者間の法律関係は売買であり、引渡の時期は対価の支払日でござい 

ます。 

４５ページをお開き願います。  

２、共通事項でございます。 

４６ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

４７ページをお開き願います。 

 農用地利用集積等促進計画＜売渡＞（案）整理番号６ 即売りタイプで 

ございます。１、各筆明細 所有権の移転を受ける者 ■■■■■■■■ 

■■■■■■■ ■■ ■■ 所有権を移転する者 ■■■■■■ ■■ 

■■■■■  

所有権を移転する土地につきましては、整理番号５と同様でございます。 

所有権移転の内容につきましては、所有権の移転時期、公告日、対価■ 

■■■■■■円に手数料■■■■■■円と消費税■■■■■円を含めて支 

払期限の令和８年９月４日までに甲が指定口座に振込むものでございます。 

       当事者間の法律関係は売買であり、引渡の時期は対価の支払日でござい 

ます。 

４８ぺージをお開き願います。 

       こちらは２、共通事項となっておりますので、後刻ご高覧願います。 

       ４９ぺージをお開き願います。 

こちらは別紙、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等でございま 



 

 

す。所有権の移転を受ける土地の面積は■■■■■■㎡、所有権の移転を

受ける者が所有権移転後に耕作又は養畜の事業に供する農用地の面積は■

■■■■■㎡。主たる経営作目は、「醸造用ぶどう」でございます。世帯員

の農作業従事の状況といたしましては、農業従事者２人で農機具の所有状

況は、トラクター１台、防除機１台、草刈機１台でございます。 

５０ページをお開き願います。 

こちらは、農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でご 

ざいます。 

５１ページをお開き願います。 

      申出地は、■■■■から■■■■■■■に約■■■ｍ入ったＪＲの踏切 

を越えて■側の私道を更に約■■■ｍ入った色塗り部分の土地でございま 

す。 

５２ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成に係る農地中間管理事業の推進に関する 

法律第１８条第５項確認書でございます。 

私からのご説明は以上でございます。 

 

佐藤次長   中村主任に続きまして議案第７号をご説明申し上げます。 

５３ページをお開き願います。 

議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用 

集積等促進計画(案)の決定について。農地中間管理事業の推進に関する法

律第１９条第３項の規定に基づき、余市町長より意見を求められた、別紙、 

農用地利用集積等促進計画(案)について決定し、同法第１８条第１１項の 

規定により、農地中間管理機構に対して計画を定めるべき旨の要請をする 

ことについて、審議採決願いたい。 

また、農地中間管理機構が計画(案)のとおり認可申請した場合は、即日 

認可することについて、併せて、審議採決願いたい。 

令和８年３月２６日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己。 

５４ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画＜借入＞（案）整理番号７ でございます。

１、各筆明細 農地中間管理権の設定を受ける者 ■■■■■■ ■■■

■■■■ 農地中間管理権を設定する者 ■■■■■■■■■■■■■■ 

■■ ■■■■  

農地中間管理権を設定する土地につきましては、■■■■■■■■■■ 

■ 地目、登記簿・現況とも畑、ほか■筆 合計■筆 面積■■■■■■ 

㎡でございます。 

設定する農地中間管理権の内容につきましては、始期、令和８年５月１ 

日終期、令和２８年４月３０日、借賃 ■■■■■■■円、支払い方法 毎 

年１２月２０日までに指定口座へ振込むものでございます。 

５５ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 



 

 

５７ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

５８ページをお開き願います。 

 農用地利用集積等促進計画＜貸付＞（案）整理番号８ でございます。 

１、各筆明細 権利の設定を受ける者 ■■■■■■■■■■■■■■■ 

■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 権利を設定する者 ■■■ 

■■■■ 

       権利を設定する土地につきましては、整理番号７と同様でございます。 

設定する権利の内容につきましては、始期、令和８年５月１日終期、令 

和２８年４月３０日、借賃■■■■■■■円、支払い方法 毎年１１月３ 

０日までに指定口座へ振込むものでございます。 

５９ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 

６１ページをお開き願います。 

別紙 所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等でございます。  

６２ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

６３ページをお開き願います。 

申出地は、■■■■■■■■■から■■■■■■■に入り、約■■■㎞ 

程入った色塗り部分の土地となっております。 

６４ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成に係る農地中間管理事業の推進に関する 

法律第１８条第５項確認書でございます。 

議案第７号につきましては、以上でございます。 

続きまして議案第８号をご説明申し上げます。 

６５ページをお開き願います。 

議案第８号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用 

集積等促進計画(案)の決定について。農地中間管理事業の推進に関する法 

律第１９条第３項の規定に基づき、余市町長より意見を求められた、別紙、 

農用地利用集積等促進計画(案)について決定し、同法第１８条第１１項の 

規定により、農地中間管理機構に対して計画を定めるべき旨の要請をする 

ことについて、審議採決願いたい。 

また、農地中間管理機構が計画(案)のとおり認可申請した場合は、即日 

認可することについて、併せて、審議採決願いたい。 

令和８年３月２６日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己。 

６６ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画＜借入＞（案）整理番号９でございます。１、 

各筆明細 農地中間管理権の設定を受ける者 ■■■■■■ ■■■■■ 

■■ 農地中間管理権を設定する者 ■■■■■■■■■■■■■■  

■■■■  

農地中間管理権を設定する土地につきましては、■■■■■■■■■ 



 

 

■■ 地目、登記簿・現況とも畑、ほか■筆 合計■筆 面積■■■■■ 

■㎡でございます。 

設定する農地中間管理権の内容につきましては、始期、令和８年５月１ 

日終期、令和２８年４月３０日、借賃■■■■■■■■円、支払い方法 毎

年１２月２０日までに指定口座へ振込むものでございます。 

６７ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 

６９ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

７０ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画＜貸付＞（案）整理番号１０でございます。

１、各筆明細 権利の設定を受ける者 ■■■■■■■■■■■■ ■■

■■■■ ■■■■■ ■■■ 権利を設定する者 ■■■■■■■  

       権利を設定する土地につきましては、整理番号９と同様でございまして、 

合計８筆 面積２４，０３４㎡でございます。 

設定する権利の内容につきましては、始期、令和８年５月１日終期、令 

和２８年４月３０日、借賃■■■■■■■円、支払い方法 毎年１１月３ 

０日までに指定口座へ振込むものでございます。 

７１ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 

７３ページをお開き願います。 

別紙 所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等でございます。 

７４ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

７５ページをお開き願います。 

申出地は、■■■■■■■■■■■の色塗り部分と、■■■■■■■に 

入り、約■■■ｍほど入った色塗り部分の土地となっております。 

７６ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成に係る農地中間管理事業の推進に関する 

法律第１８条第５項確認書でございます。 

議案第８号につきましては、以上でございます。 

続きまして議案第９号をご説明申し上げます。  

７７ページをお開き願います。 

議案第９号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用 

集積等促進計画(案)の決定について。農地中間管理事業の推進に関する法 

律第１９条第３項の規定に基づき、余市町長より意見を求められた、別紙、 

農用地利用集積等促進計画(案)について決定し、同法第１８条第１１項の 

規定により、農地中間管理機構に対して計画を定めるべき旨の要請をする 

ことについて、審議採決願いたい。 

また、農地中間管理機構が計画(案)のとおり認可申請した場合は、即日

認可することについて、併せて、審議採決願いたい。 



 

 

令和８年３月２６日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己。 

７８ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画＜賃貸借＞（案）整理番号１１でございます。

１、各筆明細 利用権の設定を受ける者 ■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■ ■■■■■ ■■■ 利用権を設定する者 ■■■■■■■ 

       利用権を設定する土地につきましては、■■■■■■■■■■■ 地目、 

現況ともに畑 面積■■■■■■㎡でございます。 

設定する利用権につきましては、始期、公告日 終期、令和９年１月２ 

６日 貸付料等につきましては、貸付料■■■■■■■円、諸経費充当分

■■■■■■円 計■■■■■■■■円を、支払い方法 毎年１２月１０ 

日までに指定口座へ振込むものでございます。 

７９ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 

８０ページをお開き願います。 

別紙 所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等でございます。 

８１ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

８２ページをお開き願います。 

申出地は、■■■■■■■■の沿線の色塗り部分と、■■■■■■■に 

入り、約■■■ｍほど入った色塗り部分の土地となっております。 

８３ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成に係る農地中間管理事業の推進に関する

法律第１８条第５項確認書でございます。 

      議案第９号につきましては、以上でございます。 

続きまして議案第１０号をご説明申し上げます。 

８４ページをお開き願います。 

議案第１０号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利

用集積等促進計画(案)の決定について。農地中間管理事業の推進に関する

法律第１９条第３項の規定に基づき、余市町長より意見を求められた、別

紙、農用地利用集積等促進計画(案)について決定し、同法第１８条第１１

項の規定により、農地中間管理機構に対して計画を定めるべき旨の要請を

することについて、審議採決願いたい。 

また、農地中間管理機構が計画(案)のとおり認可申請した場合は、即日 

認可することについて、併せて、審議採決願いたい。 

令和８年３月２６日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己。 

８５ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画＜賃貸借＞（案）整理番号１２でございます。

１、各筆明細 利用権の設定を受ける者 ■■■■■■■■■■■■■■  

■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 利用権を設定する者 ■■■ 

■■■■ 

       利用権を設定する土地につきましては、■■■■■■■■■■■■ 地 



 

 

目、現況ともに畑 面積■■■■■㎡ ほか■筆 計■筆 合計面積■■ 

■■■㎡でございます。 

設定する利用権につきましては、始期、公告日 終期、令和１３年３月 

３日 貸付■■■■■■円、支払い方法 毎年１２月１０日までに指定口

座へ振込むものでございます。 

８６ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 

８７ページをお開き願います。 

別紙 所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等でございます。 

８８ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

８９ページをお開き願います。 

申出地は、■■■■■から■■■■■■■■■に入り、約■■■㎞程入 

った色塗り部分の土地となっております。 

９０ページをお開き願います。 

農用地利用集積等促進計画作成に係る農地中間管理事業の推進に関する 

法律第１８条第５項確認書でございます。 

議案第１０号につきましては、以上でございます。 

農用地利用集積等促進計画は、農地中間管理事業の推進に関する法律第 

１８条第５項の各号に該当する必要があり、当該申し出により作成された 

計画（案）の内容は、議案第４号ないし議案第１０号まですべて要件を満

たしていると考えます。 

以上、一括上程されました議案第４号 農地中間管理事業の推進に関す 

る法律に基づく農用地利用集積等促進計画(案)の決定について 及び 議 

案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積 

等促進計画(案)の決定について 並びに議案第６号農地中間管理事業の推 

進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画(案)の決定について、 

並びに議案第７号農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利 

用集積等促進計画(案)の決定について、並びに議案第８号農地中間管理事 

業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画(案)の決定につ 

いて、並びに議案第９号農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農 

用地利用集積等促進計画(案)の決定について、並びに議案第１０号農地中 

間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画(案)の 

決定について、ご説明申し上げましたので、各委員におかれましては、よ 

ろしくご審議ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

細山議長   事務局からの内容説明が終わりましたので、これより審議に入ります。 

議案第４号について、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   （異議なし） 

 



 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第４号につきまして申請のとおり可と 

決定いたします。 

       続きまして、議案第５号について、ご異議ございませんでしょうか 

 

一  同   （異議なし） 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第５号につきまして申請のとおり可と 

決定いたします。 

       続きまして、議案第６号について、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   （異議なし） 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第６号につきまして申請のとおり可と 

いたします。 

続きまして、議案第７号について、ご異議ございませんでしょうか 

 

一  同   （異議なし） 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第７号につきまして申請のとおり可と

決定いたします。 

       続きまして、議案第８号について、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   （異議なし） 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第８号につきまして申請のとおり可と 

いたします。    

続きまして、議案第９号について、ご異議ございませんでしょうか。 

 

１２ 番   議長 

 

細山議長   はい、１２番 

 

１２ 番   ８２ページですが、■■■■■■、■■■■■■、■■■■■■は 

      ■■ではなく、■■ではないでしょうか。 

 

佐藤次長   １２番梅田委員の質問にお答えさせていただきます。ご指摘のとおり、 

      ■■さんの土地でありますので、訂正してお詫び申し上げます。 

細山議長   他にご異議ございませんでしょうか。 

 



 

 

一  同   （異議なし） 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第９号につきまして申請のとおり可と

いたします。 

続きまして、議案第１０号について、ご異議ございませんでしょうか 

 

５  番   議長 

 

細山議長   はい、５番 

 

５  番   今、佐藤次長は終期令和１８年と口述されましたが、書類では令和１３    

      年となっております。どちらが正しいですか。 

 

佐藤次長   ５番宮野委員の質問にお答えさせていただきます。記載された令和１３   

      年が正しく、口述が誤っております。訂正してお詫び申し上げます。 

 

細山議長   他にご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   （異議なし） 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第１０号につきまして申請のとおり可

と決定いたします。 

       次に本日、追加議案の提出がございます。 

事務局より議案の配布をお願いします。 

       それでは、追加議案となった事由の説明をいたさせます。 

 

佐々木局長   本日、追加議案として提出いたします案件は、議案第１１号につきまし 

ては、「農業委員会による最適化活動の推進等について」（令和４年２月２ 

日つけ農林水産省経管局長通知）により農業委員会の毎年度３月末までに 

翌年度の最適化活動の目標を設定し、４月末までに公表するとともに、都 

道府県知事に報告するものとするとされておりますことから、本総会に付 

議するものでございます。 

また、議案第１２号につきましては、令和５年１月３１日に策定してお 

ります「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」において、農業委員 

の改選期である３年ごとに見直しを図ることとなっていることから、本総 

会に付議するものでございます。 

以上により、本総会において追加議案として提出するものでございます 

のでよろしくお願い申し上げます。 

 



 

 

細山議長   ただいま事務局より説明のありました議案第１１号 令和８年度最適化 

活動の目標の設定等（案）並びに令和８年度余市町農業委員会活動計画（案） 

について、及び、議案第１２号 余市町農業委員会「農地等の利用の最適 

化の推進に関する指針」についてを本日の議案に追加することに、ご異議 

ございませんでしょうか 

       

一  同   （異議なし） 

         

細山議長   ご異議がないようですので、本日の議案に議案第１１号 令和８年度最 

適化活動の目標の設定等（案）並びに令和８年度余市町農業委員会活動計 

画（案）について、及び議案第１２号 余市町農業委員会「農地等の利用 

の最適化の推進に関する指針」についてを追加することに決しました。 

それでは、議案第１１号 令和８年度最適化活動の目標の設定等（案） 

並びに令和８年度余市町農業委員会活動計画（案）についてを議題に供し 

ます。 

番外から内容説明をいたさせます。 

        

佐々木局長   ただ今、上程されました議案第１１号につきまして、朗読・説明させて

いただきます。 

議案第１１号 令和８年度最適化活動の目標の設定等（案）並びに令和 

８年度余市町農業委員会活動計画（案）について。令和８年度最適化活動 

の目標の設定等（案）並びに令和８年度余市町農業委員会活動計画（案） 

について、別紙のとおり本会に付議する。 

令和８年３月２６日提出、余市町農業委員会会長 細山正己 

９２ページをお開き願います。 

       令和８年度最適化活動の目標の設定等（案）でございます。 

農業委員会の状況として、農業委員会の現在の体制、農家・農地等の概 

要について記載しております。 

９３ページをお開き願います。 

最適化活動の目標でございます。 

農地の集積の現状及び課題について、管内の農地面積は１,４２０ｈａ、 

これまでの集積面積は１,３０６ｈａとなっており集積率は９２.０％とな 

っております。 

課題といたしまして、経営主の高齢化、担い手不足による遊休農地化、 

農地の分散等が農地の確保・有効利用を図る上での課題となっております。 



 

 

目標でございますが、今年度の新規集積面積は１５ｈａ、今年度末の集 

積面積は１，３２１ｈａとしております。 

       遊休農地の現状は０ｈａ、課題は、経営主の高齢化と担い手不足による 

遊休農地の発生防止であります。 

９４ページをお開き願います。 

新規参入の促進でございますが、令和５年度は９経営体、２８ｈａ、令 

和６年度は４経営体、１０．７ｈａ、令和７年度は８経営体、１７ｈａと

なっております。 

課題といたしましては、担い手の高齢化が進んでいる中、新規就農者を 

育成・確保し、就農後の定着を図るため、関係機関等と連携を図り、情報 

収集を行い、意欲ある新規就農者等への確保に努める。また、既に就農し 

ている新規就農者へのフォローアップを行うこととしております。 

最適化活動の活動目標ですが、日数目標は１人当たり月５日としており 

ます。 

活動強化月間の設定ですが、８月に農地パトロールによる遊休農地の発 

生・解消等、１２月、２月に農地利用の意向確認を目標としております。 

 新規参入相談会への参加は１回、札幌市で開催予定の北海道新規就農フ 

ェアへの参加を目標としております。 

９５ページをお開き願います。 

次に、令和８年度余市町農業委員会活動計画（案）でございます。 

１、活動計画の趣旨ですが、余市町の農業は、明治時代に始まり、令和 

を迎えた今日まで、恵まれた気候風土と地の利を活かし、先人のたゆまぬ 

努力により果樹と野菜の食料生産基地として重要な役割を果たしてきまし 

た。昨今は、後志自動車道が余市町まで開通するなど道路網の整備が順調 

に進む中、一大消費地である札幌市やインバウンドで賑わう倶知安ニセコ 

エリアをターゲットとし、高付加価値な農産物を広域的販売に繋げられる 

かが重要な課題となっております。 

余市町農業委員会は、これまで継続して取り組んできた地域農業発展の 

ための諸施策と今日の課題を踏まえ、農業構造の改善を推進してきました 

が、近年は担い手・後継者不足が深刻化、更には地域農業の人手不足の加 

速化など厳しい状況となっており、その解消に向け新規就農者の受け入れ 

や農地の利用集積の促進など、農地利用の最適化の推進に関して活動目標 

を設定し、着実な成果を上げていくことが求められております。 

このような諸課題を踏まえ、農業委員会系統組織の全国統一理念のもと 

に、全農業委員が一体となって地域農業及び農業者の利益代表機関である 



 

 

行政委員会として、関係行政庁及び団体と連携協力しながら、本町農業の 

振興、農業者の経営と生活の安定向上を目指すとともに、農地行政関係業 

務や農業経営の合理化・効率化に資する業務などに精励し、農業委員一人 

ひとりが責任を持ってかつ積極的に啓蒙啓発・相談・情報収集活動に取り 

組み、「地域農業者と共に行動する農業委員会づくり」を基調とした活動に 

努め、地域農業者の期待に応えるべく取り組みを推進します。 

２、活動計画の重点事項及び取り組み。こちらにつきましては、大きく 

次の７項目を掲げております。 

       １）優良農地の確保・有効利用の推進と遊休農地の発生防止・解消 

９６ページをお開き願います。 

       ２）農地流動化の促進と利用増進の推進 

       ３）地域農業振興対策の推進 

       ４）担い手の育成・確保対策の推進 

５）農業者年金業務の推進 

９７ページをお開き願います。 

６）情報提供の推進 

       ７）農業委員会組織としての役割 

以上、議案第１１号 令和８年度最適化活動の目標の設定等（案）並び 

に令和８年度余市町農業委員会活動計画（案）についてご説明申し上げま 

したので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

細山議長   事務局からの説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

       議案第１１号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

９  番   はい、議長 

 

細山会長   はい、９番 

 

９  番   最適化活動の現状と目標はわかりましたが、過年度の状況や推移を知り

たいが教えてもらえるか。 

 

佐々木局長   最適化活動の目標は毎年度設定しているため、この場では提供できない 

が、後日情報提供することは可能かと思います。 

９  番   ぜひ提供していただきたいです。 

 



 

 

細山議長   他にご異議ございませんでしょうか。 

 

１４ 番   はい、議長 

 

細山議長   はい、１４番 

 

１４ 番   ９４ページの活動目標について、一人当たり、５日となっているが、次 

年度から、日数は増えるということか 

 

佐々木局長   ５日については、昨年同様となっており、活動日数が増えているという 

ことではございません。 

 

細山議長   他にご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   （異議なし） 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第１１号につきまして申請のとおり可

といたします。 

       次に、議案第１２号 余市町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進 

に関する指針」についてを議題に供します。 

       番外から内容説明をいたせます。 

             

佐々木局長   ただ今、上程されました議案第１２号につきまして朗読説明させていただき 

ます。  

議案第１２号 余市町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関す

る指針」（案）について。余市町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進

に関する指針」（案）について、別紙のとおり本会に付議する。 

令和８年３月２６日提出 余市町農業委員会 会長 細山正己 

       ９９ページをお開き願います。 

こちらの「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案）でございま 

すが、令和５年１月３１日に当初の策定を行っているところでございます 

が、農業委員の改選期である３年ごとに検証・見直しを行うとされており 

ますことから、このたびご提案申し上げるものでございます。以下、朗読 

説明させていただきます。 

余市町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案） 

「第１ 基本的な考え方」農業委員会等に関する法律の改正法が平成 28 年 



 

 

４月１日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推 

進」が最も重要な必須事務として、明確に位置づけられた。 

余市町においては、平地と中山間が混在しており、それぞれの地域によ 

って農地の利用状況や営農類型が異なっており、地域の実態に応じた取り 

組みを推進し、それに向けた対策の強化を図ることが求められている。 

また、農業者の高齢化・農業後継者不足などが進行しており、農業人口 

減少に伴う遊休農地の発生が懸念されることから、その発生防止・解消、

さらには担い手への農地利用の集積・集約化を図るため、「地域計画」（農 

業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案による改正後の農業経営 

基盤強化促進法第 19 条第１項の規定に基づき、市町村が、農業者等の協議 

の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用 

に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図 

などを明確化し、公表したものをいう。）に基づいて農地中間管理事業を活 

用した利用調整に取り組んでいく必要がある。  

以上のような観点から、地域の強みを活かしながら、活力ある農業・農 

村を築くため、法第７条第１項に基づき、担当区域ごとの活動を通じて「農 

地等の利用の最適化」が一体的に進んでいくよう、余市町農業委員会の指 

針として、具体的な目標と推進方法、目標の達成状況に対する評価方法等 

を以下のとおり定める。 

       なお、この指針は、改正基盤法第５条第１項に規定する北海道の農業経 

営基盤の強化の促進に関する基本方針及び改正基盤法第６条第１項に規定 

する余市町の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を踏まえた農業 

委員会の長期的な目標として１０年後に目指す農地の状況等を示すもので 

あり、農業委員の改選期である３年ごとに検証・見直しを行う。 

また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会による最適化活動 

の推進等について」に基づく「最適化活動の目標の設定等」のとおりとす 

る。 

１００ページをお開き願います。 

第２ 具体的な目標、推進方法及び評価方法であります。 

１ 遊休農地の発生防止・解消について 

(１)遊休農地の解消目標ですが、現状、３年後の目標、１０年後の目 

標を記載しております。なお、令和６年度において遊休農地は解消されて

おりますので、今後の遊休農地発生の防止を目標として０ｈａとしてござ

います。 

(２)遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法① 農地の利用状況

調査と利用意向調査の実施について。農業委員の担当制又はチーム制によ

る農地法第３０条第１項の規定による利用状況調査と同法第３２条第１項



 

 

の規定による利用意向調査の実施について協議・検討し、調査の徹底を図

る。それぞれの調査時期については、「農地法の運用について」に基づき実

施する。 

なお、従来から農地パトロールの中で行っていた、違反転用の発生防止・ 

早期発見等、農地の適正な利用の確認に関する現場活動については、利用 

状況調査の時期にかかわらず日常的に実施する。利用意向調査の結果を踏 

まえ、農地法第 34 条に基づく農地の利用関係の調整を行う。利用状況調査 

と利用意向調査の結果は、速やかに「農業委員会サポートシステム」に反 

映し、農地台帳の正確な記録の確保と公表の迅速化を図る。 

② 農地中間管理機構との連携について。利用意向調査の結果を受け、 

農家の意向を踏まえた農地中間管理機構への貸付け手続きを行う。 

③ 非農地判断について。 利用状況調査によって、再生利用が困難と 

区分された農地については、現況に応じて速やかに「非農地判断」を行い、 

守るべき農地を明確化する。 

（３）遊休農地の発生防止・解消の評価方法。遊休農地の発生防止・解 

消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価する。 

１０１ページをお開き願います。 

単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等につい 

て」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の 

実施状況の公表」のとおりとする。 

２ 担い手への農地利用の集積・集約化について（ 

（１）担い手への農地利用集積目標 

こちらにつきましては、現状、３年後の目標、１０年後の目標を表に記 

載してございます。また【参考】といたしまして、下段の表に、担い手の育 

成・確保について、現状、３年後の目標、１０年後の目標を記載しておりま 

す。 

（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法 

①「地域計画」の作成・見直しについて。農業委員会として、地域ご 

とに人と農地の問題を解決するため、１０年後の農業の在り方と農地利用 

の将来像を描く「地域計画」の作成と見直しに主体的に取り組む。 

１０２ページをお開き願います。 

②農地中間管理機構等との連携について。農業委員会は、市町村、農地 

中間管理機構、農協等と連携し、（ア）農地中間管理機構に貸付けを希望す 

る復元可能な遊休農地、（イ）経営の廃止・縮小を希望する高齢農家等の農 

地、（ウ）利用権の設定期間が満了する農地等についてリスト化を行い「地 

域計画」の作成・見直し、農地中間管理事業の活用を検討するなど、農地 

の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチングを行う。 



 

 

③農地の利用調整と利用権設定について。管内の地域の農地利用の状況 

を踏まえ、担い手への農地利用の集積が進んでいる地域では、担い手の意 

向を踏まえた農地の集約化のための利用調整・交換と利用権の再設定を推 

進する。 

       また、中山間地域等の農地の区画・形状が悪く、受け手が少ない又は受 

け手がいない地域では、農地中間管理機構による簡易な基盤整備事業の活 

用と併せて集落営農の組織化・法人化、新規参入の受入れを推進するなど、

地域に応じた取り組みを推進する。 

④農地の所有者等を確知することができない農地の取扱い。農地の所有 

者等を確知することができない農地については、公示手続を経て農地中間 

管理機構を通じて利用権設定ができる制度を活用し、農地の有効利用に努 

める。 

（３）担い手への農地利用の集積・集約化の評価方法。担い手への農地

利用の集積・集約化の進捗状況は、農地の集積率により評価する。単年度

の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基

づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況

の公表」のとおりとする。 

       ３ 新規参入の促進について 

（１）新規参入の促進目標ですが、現状、３年後の目標、１０年後の目 

標を表に記載しております。 

１０３ページをお開き願います。 

（２）新規参入の促進に向けた具体的な推進方法。 

 ①関係機関との連携について。都道府県・全国の農業委員会ネットワー 

ク機構、農地中間管理機構等と連携し、管内の農地の借入れ意向のある認 

定農業者及び参入希望者を把握し、必要に応じて現地見学や相談会を実施 

する。 

       ②新規就農フェア等への参加について。市町村、農協等と連携し、農業 

委員が新規就農フェア等に積極的に参加することで新規就農希望者の情報 

収集に努め、新規就農の受入れとフォローアップ体制を整備する。 

       ③企業参入の推進について。担い手が不足している地域では、企業の農 

業参入も地域の担い手確保の有効な手段であることから、農地中間管理機 

構も活用して、積極的に企業の参入の推進を図る。 

       ④農業委員会のフォローアップ活動について。農業委員は、新規参入者

の地域の受入条件の整備を図るとともに、後見人等の役割を担う。 

（３）新規参入の促進の評価方法 

新規参入の促進の進捗状況は、新規参入者の数により評価する。単年度 

の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基 



 

 

づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況 

の公表」のとおりとする。 

第３ 「地域計画」の目標を達成するための役割 

       余市町において作成された「地域計画」に基づき、農地を効率的かつ総 

合的に利用していくため、余市町農業委員会は次の役割を担っていく。 

      ・日常的な農地の見守りによる農地の適正利用の確認 

      ・農家への声掛け等による意向把握 

      ・「地域計画」で位置付けられた担い手への農地の利用調整やマッチング 

      ・農地中間管理事業の活用の働きかけ 

      ・「地域計画」の定期的な見直しへの協力 

以上、議案第１２号 余市町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進 

      に関する指針」（案）について、ご説明申し上げましたので、よろしくご審 

議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

細山議長   事務局からの説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

       議案第１２号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同   （異議なし） 

 

細山議長   ご異議がないようですので、議案第１２号につきまして申請のとおり可 

といたします。 

       以上、本日ご提案申し上げました案件は、全て終了いたしましたの

で、第３２回総会を閉会いたします。 

皆様、お疲れ様でございます。 

 

      （閉会宣言の時刻 午後３時３３分） 

      （本会議所要時間     ８０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

この議事録は相違ないことを認め、署名する。 

 

 

議     長  余 市 町 農 業 委 員 会  会  長 

 

 

議事録署名委員  余 市 町 農 業 委 員  ４  番 
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